
火災予防条例第６４条の２の規定により、消防長が指定する催しは次のとおりです。

催しの名称 開催場所 開催期間 指定した日

（小倉北区）

（門司区）

（若松区）

（小倉北区）

（八幡東区）

まつり起業祭八幡2025
令和7年11月8日（土）
　　　　　　　～9日（日）

令和7年10月６日（月） 令和7年10月２４日（金） 八幡東消防署八幡東区大谷一丁目２番、
中央二丁目、
東田二丁目６番

若松区久岐の浜７番
（洞海湾周辺）

令和7年7月22日（火）

くきのうみ花火の祭典 令和7年10月25日（土） 令和7年8月6日（水） 令和7年10月10日（金） 若松消防署

備考

門司消防署西海岸周辺及び
　　　門司港レトロ地区

小倉祇園祭
令和7年7月18日（金）
　　　　　　　～20日（日）

令和7年6月25日（水） 令和7年6月26日（木）

第３８回
関門海峡花火大会

令和7年8月13日（水）

管轄消防署

令和7年7月24日（木）

　（　令和7年度　）

　　第3号様式（第9条関係）

令和7年10月30日

小倉北消防署小倉北区城内、
北九州市役所、勝山公園

及びこれらの周辺

指定催し一覧表

計画書提出日

わっしょい百万夏まつり
令和7年9月20日（土）
　　　　　　　～21日（日）

令和7年9月4日（木） 令和7年9月5日（金） 小倉北消防署小倉北区城内、
勝山公園、北九州市役所

及びこれらの周辺


